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ご挨拶 

 

 
日頃より PTA 活動にご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げま

す。 

 

PTA 会長の今井 亮佑と申します。 

昨年度に引き続き、本年度も会長を務めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

本年度から PTA 総会は書面開催となりました。 

今回の書面開催では、総会資料にて活動報告や計画、予算案などをご確認い

ただきます。 

書面での審議となりますが、ご不明な点などがございましたら遠慮なくお問

い合わせください。 

皆様からの貴重なご意見は、今後の活動に活かしてまいります。 

 

昨年度は変化の年ということで、一人一行動からボランティアという形で自

由参加を試みましたが、私の力不足もあり、学校・地域の方たちと上手く連携

して活動ができなかったと思います。申し訳ございません。 

また、ご参加いただいた方々につきましては誠に感謝しております。 

 

昨年度の反省を活かし「子どもたちの笑顔と安心」のために、皆様と一緒に

よりよい活動にしていきたいと思っております。 

至らない点もあるかと思いますが、皆様一人一人のご支援・ご協力をお待ち

しております。 

 

改めて、今年度もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

札幌市立白石小学校 父母と先生の会 

会長 今井 亮佑 
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令和 7 年度事業報告 

 

 

≪ 研 修 委 員 会 ≫ 

重  点 子どもたちの健全な成長を促すため、保護者自身が学校教育・家庭教育を正しく理解することが必要である。 

そのため子どもの心身の成長の実態を学ぶ講習会や研修会を通して会員相互の教養を深める。 

 

活 動 報 告 

６月 

7 月 

１１月 

１2 月 

２月 

２月 

全体委員会 

第１回代表者会議（区 P 連） 

研修交流会（区 P 連） 

第２回代表者会議（区 P 連） 

研修委員会（区 P 連）→中止 

感想交流会 

 

 

≪ 広 報 委 員 会 ≫ 

重  点 会としての活動の様子を伝えたり、子育てに関して参考となる資料・情報、知識を提供したりすることで、会員

相互の研修の深まりに寄与する。 

 

 活 動 報 告 

６月 

２月 

２月 

２月 

全体委員会 

第２回代表者会議（区 P 連） 

感想交流会 

広報誌配布準備（区 P 連） 

 

 

≪ 健 全 育 成 委 員 会 ≫ 

重  点 会員と地域の方々の協力を得ながら、子どもたちが充実した学校生活を送るための環境の整備、浄化及び健全育

成に関わる諸活動の充実を図る。 

 

活 動 報 告 

６月 

７月 

９月 

１０月 

１１月 

２月 

全体委員会 

標語コンクール標語校内選定 

標語コンクール標語選定（区 P 連） 

標語コンクール事前準備 

標語コンクール表彰式 

感想交流会 
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≪ 役 員 会 ≫ 

役 員 の 活 動 区 Ｐ 連 の 活 動 

 ４月 

6 月 

 

７月 

10 月 

11 月 

 

２月 

 

 

  

 

  

 

  

ＰＴＡ定期総会 

全体委員会 

美化活動① 

美化活動②→中止 

ベルマーク整理①② 

ベルマーク整理③ 

美化活動③→中止 

一年間の感想交流会 

 

≪役員準備会≫ 

６/１２ ９/９ １１/２５ ２/１０ ３/３  

４/１４ 

≪役員会≫ 

６/１２ ９/９ １１/２５ ３/３ ４/１４ 

 

 

 ５月 

 

7 月 

 

9 月 

 

１１月 

１２月 

 １月 

 

区Ｐ連総会 

区 P 連全体会・各委員会 

第１回ＰＴＡ代表者会議 

三者交流会 

Kitara 拡大実行委員会 

Kitara で光ろう!part26 

第３１回交通安全&健全育成標語コンクール表彰式 

第 2 回 PTA 代表者会議 

新年互礼会 

 

 

学 校 関 係 地 域 関 係 

４月 

６月 

１１月 

 ３月  

入学式 

体育発表会 

学習発表会 

卒業証書授与式、離任式 

４月 

6 月 

１0 月 

１２月 

通学パトロール結団式 

第１回スクールゾーン実行委員会 

通学パトロール感謝の会 

第２回スクールゾーン実行委員会 

 
 

≪ 会 計 監 査 ≫ 

３／２６（水） …  小田 静絵 ・ 木村 美季歩 
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令和８年度  ＰＴＡ活動方針（案） 

 

 

 

   郷土を愛し、身も心も健康に、未来に向かって強く生きる力をもった         

   子どもを育てるため、ＰＴＡは、何をすべきかを考え、実践しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ｐａｒｅｎｔs・Ｔｅａｃｈｅｒ・Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

 

     父母と先生の会＝   家庭と学校が協力しあって、教育効果をあげ 

 

              ようとする学校単位に結成された教育組織。 
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  会員一人一人が学習できる機会を設けるため、情報や資料を提供 

 

  し、会員相互の研修・親睦を深める。 

 

 

 子どもたちが、健全な成長をしていくために家庭での役割を考える。 

 

 

 

 

  子どもたちが、地域の中で育っていくために、会員と地域の人々  

 

  との連携を密にした活動を図る。 

 

 



                     令和８年度  活  動  の  重  点               

 
 

 

 

     子どもの育ちについて気軽に交流し合えるＰＴＡ活動をしよう。  

 

 

 

 

 

 

◎ 会員一人一人が地域に目を向け、協力して子どもたちを育てるた

めに活動しましょう。 

 

 

◎ 子どもたちが安全に生活できる環境づくりに取り組みましょう。 

 

 

 

 

◎ できる人が、できるときに、できることをして児童の教育活動

を支えましょう。 
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ＰＴＡの組織 
                         札幌市立白石小学校父母と先生の会  
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総会  

 
定期総会は、毎年４月に開く。臨時総会は、会長または運営委員会が必要と決めた場合に開催する。 
次の事項を審議する。  

 
①予算および決算  ②規約の改正  ③役員の選出  ④会務の報告と活動報告  
⑤その他の重要事項  

 
運営委員会  

 
総会に次ぐ決議機関  
［構成］役員、クラス委員（区P連チーム） 

 
会計監査  

 
本会の会計を監査し、総会に報告する。  
［構成］会員から２名 

 
役員会  

 
活動方針の作成・計画必要事項の企
画、立案整理。  
会長が招集する。  
外部（区Ｐ連等）との連携。  
［構成］会長、副会長、書記、会計  

白石小サポーター  

必要に応じてその都度募集し、以下の活動を行う。  

①通学パトロール、通学路の見守り、白石の森美化活動、ベルマーク整理、  

②①の活動以外にも、保護者や地域、学校の要望に応じ、役員会が都度募集する。  

 

クラス委員会（区P連チーム）  

 

運営委員会、白石区PTA連合会の会議に参加
する。  
［構成］クラス委員、PTA担当教諭  

 
クラス委員会（役員推薦チーム）  

 
次年度役員候補者を選出し、名簿を総会に提
出する。  
［構成］クラス委員（各学年１名）  
    PTA担当教諭  

 

キタラ委員会  

 
スクールバンドの保護者から選出
し、Kitaraで光ろう！の打合せ等に
出席する  

 

特別委員会  

 
特別業務の企画運営。  
会長が、全体委員会の承認を得て本
委員会を設ける。  



ＰＴＡ一般会計予算書（案）

１．収入の部

２．支出の部

255,162 振込み手数料予備費 1,540 256,702

▲ 700,000 令和8年度より基本組入れを行わない。特別会計組入れ金 700,000 0

28 個人情報漏えい保険料雑費 8,972 9,000

20,000慶弔費 0 20,000

0 周年事業積立周年行事積立金 100,000 100,000

その他

▲ 4,270 分担金＋振込み手数料770円区Ｐ連分担金 112,840 108,570

▲ 500 区内500・区外1000交通費 10,500 10,000

0 1500円×会計監査2名監査活動 3,000 3,000

活動費

0家庭教育学級 10,000 10,000

0 研修会・懇親会参加費渉外費 60,000 60,000

100,000 デジタル対応のために計上備品費 0 100,000

10,000 用紙代印刷費 0 10,000

120 郵券・送料等通信費 1,880 2,000

運営費・需用費

3,286 事務用品等消耗品費 6,714 10,000

6,000 1000円×学年代表６名選考委員会 0 6,000

3,500地域交流会 1,500 5,000

運営費・会議費

役員会費 20,000 20,000

▲ 43020
380円×児童数437名
保障期間の調整年度のため掛金削減

児童分 210,220 167,200

保護者分 56,420 43,200

1,000 区内1500・区外2000

ボランティア活動費 22,700

0

1,015,672 ▲ 354,614

ＰＴＡ共済

45,000

▲ 13220
120円×360家庭
保障期間の調整年度のため掛金削減

合計 1,574,958

合計 1,370,286

▲ 43020
380円×児童数437名
保障期間の調整年度のため掛金削減

児童分 210,220 167,200

ＰＴＡ共済

摘要

摘要

204,672 ▲ 332926

▲ 13220
120円×360家庭
保障期間の調整年度のため掛金削減

43,200

項目 令和７年度決算 令和８年度予算

保護者分 56,420

増減

(559,286)1,015,672

項目 令和７年度決算 令和８年度予算 増減

前年度繰越金 537,598

令和８年度

PTA会費

30,000 7,300
活動費・学習ボランティア補助
図書ボランティア補助10000円

区Ｐ連参加活動費 44,000

▲ 170120
130円×12ヶ月×（360家庭＋教員25名）
見直しによる活動規模縮小のため会費月額を削
減

PTA会費 770,720 600,600



［収入の部］

７年度決算 ８年度予算 増　　減

156,457 586,727 430,270

57,200 50,000 ▲ 7,200

0 0 0

25,160 20,000 ▲ 5,160

82,360 70,000 ▲ 12,360

700,000 ▲ 700,000

0 0 0

938,817 656,727 ▲ 282,090

［支出の部］

７年度決算 ８年度予算 増　　減

0 220,000 220,000

事務機器修理点検費 0 20,000 20,000

事務機器整備費 0 200,000 200,000

352,090 111,440 ▲ 240,650

卒業記念品 67,080 76,440 9,360

教育活動支援金 285,010 35,000 ▲ 250,010

0 325,287 325,287

352,090 656,727 304,637

令和８年度　ＰＴＡ特別会計予算（案）　　札幌市立白石小学校ＰＴＡ

項　　　　　目 備　　　考

繰越金

札幌市資源回収奨励金

過年度分札幌市資源回収奨励金

資源回収業者精算金
※冬期間の回収を行わない
　ため減額

小　　計

一般会計からの組入れ金
※令和８年度以降組入れは
　基本行わない。

雑収入

合　　　　　計

項　　　　　目 備　　　考

合　　計

事務機器点検整備費

細
目 ※業務デジタル化のため

　予算計上

教育活動協力費

細
目

卒業証書ホルダー780＊98

植花苗

予備費



 

    白石小学校  父母と先生の会  規約 (案 ) 

 

    （名 称） 

   第１条 本会の名称を『白石小学校父母と先生の会』とし、役員会を白石小学校におく。 

 

     (目 的)  

   第２条 この会は、父母と先生の理解と協力により、本校教育の充実と児童の学校生活、  

       家庭生活、及び社会生活の向上を図り、もって児童の福祉を充実し、あわせて  

       会員相互の親睦を図る。 

 

    （組 織） 

   第３条 本会の会員は、次のとおりとする。 

       会 員 本校の児童の父母とこれに代わる保護者（以下父母という）並びに本校  

           の教職員をもって組織する。 

 

    （役 員・会計監査） 

   第４条 本会には次の役員並びに会計監査をおき任期は１年とし、次の任務を行う。但し  

再選は差し支えない。 

      １ 役員 

        会 長（１名） 本会を代表し、会務を総括する。  

        副会長     会長を補佐し、会長不在のときは代行する。  

        会 計     会計事務を総括し予算の編成、決算の報告をする。  

        書 記     各委員会間の連絡並びに事務を掌る。 

      ２ 会計監査 

        会計監査   本会の会計を監査し、総会に報告する。  

 

    （委 員） 

   第５条 本会に、次の委員等をおき、ボランティアを募集し、次の業務・活動を行う。 

     

      １ クラス委員  各学級から複数名選出し、以下の業務にあたる。 

  ①運 営 委 員  役員とクラス委員で構成し、本会の企画運営にあたる。 

         ②区 P 連チーム  クラス委員で構成し、白石区 PTA 連合会の会議等に参加する。 

  ③役員推薦チーム  クラス委員で構成し、次年度の役員を選考する。 

      ２ 白石小サポーター 必要に応じてその都度募集し、以下の活動を行う。 

         ①通学パトロール、通学路の見守り、白石の森美化活動、ベルマーク整理、 

②①の活動以外にも、保護者や地域、学校の要望に応じ、役員会がその都度 

募集する。 

-11- 



 

    （顧 問） 

   第６条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会で推選し、任期は１年とする。  

     校長は、この会の顧問となり、すべての会に出席して助言することができる。 

 

   （役員・会計監査・委員の選出） 

   第７条 本会の役員は、次の方法により選出する。  

     １ 役 員 会員から選考され、総会において承認される。但し、欠員の生じた時は  

           全体委員会で補充することができるものとし、任期は前任者の残任期間  

           とする。 

     ２ 会計監査 会員から選考され、総会において承認される。（本会の役員会には属さ   

           ない。） 

     ３ クラス委員 学級毎に互選し、役員推薦チーム、区 P 連チームに分かれて業務を行う。 

 

   （機 関） 

  第８条 本会は次の機関をもつ。 

     １ 総  会  毎年４月に定期総会を行う。総会では役員の選考結果の承認、規  

             約改正（細則・規則の承認）顧問の推薦、予算・決算の審議、そ 

             の他重要事項を審議決定する。  

     ２ 臨時総会  会長が必要と認めた場合、及び運営委員会が必要と決めた場合は  

             臨時に開く。 

     ３ 全体委員会 役員・クラス委員で構成し総会に次ぐ議決機関として、細則、規則の改 

             正、役員の補充、特別委員会の承認ができる。その他運営委員会 

             で必要と認めた事項を審議決定する。また、会長が必要と認め、  

             臨時総会を開くいとまのないときは、この会で決定し決定事項は  

             次期総会で承認を受ける。 

     ４ 運営委員会 役員、運営委員、ＰＴＡ担当教諭で構成し、本会の企画運営  

             について協議決定する。 

     ５ 役 員 会 役員は本会の運営について協議する。  

     ６ 選考チーム 第５条１③の任務を行う。 

     ７ 特別委員会 会長は必要に応じて、全体委員会の承認をえて、特別委員会をも 

             うけ、特別業務の企画運営にあたる。 

 

     (会 議)  

  第９条 会議は出席者をもって成立し、議事は出席者の過半数で決定する。但し、可否同  

      数のときは議長が決定する。 
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    （会計及び会費） 

  第 11 条 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあて、別に定める規則に基づい 

      て事務を処理する。会費は家族を一単位として徴収する。その会計年度は、毎年 

      ４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

      なお、会費の月額は総会において定める。会費を負担することが適当でないと認  

      められるときは役員会の議を経て減免することができる。  

     

 

 

 付  則 

     １ この規約は、総会でのみ変更することができ、平成元年１０月７日より実施する。  

     ２ この規約は、一部改正し、平成 ９年４月１９日より実施する。 

     ３ この規約は、一部改正し、平成１０年４月１８日より実施する。  

     ４ この規約は、一部改正し、平成１３年４月１８日より実施する。  

     ５ この規約は、一部改正し、平成１４年４月１８日より実施する。  

     ６ この規約は、一部改正し、平成１８年４月１９日より実施する。  

     ７ この規約は、一部訂正し、平成２４年４月２４日より実施する。  

     ８ この規約は、一部訂正し、平成２５年４月２３日より実施する。  

     ９ この規約は、一部訂正し、平成２７年４月２３日より実施する。  

    １０ この規約は、一部改正し、平成３０年４月２０日より実施する。  

    １１ この規約は、一部改正し、令和 ３年４月１６日より実施する。 

    １２ この規約は、一部改正し、令和 ７年４月２５日より実施する。 
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               会計事務規則  

 

   第１条 この規約は、第１１条に基づいて、会計事務の正確な処理と収支の適正を図るた  

       めに規定したものである。 

   第２条 規約第１１条による会計年度の収入、又は支出としての現金の出納をする者は、  

       該当年度末日限りとし、末日までに現金の出納を終わらなかったものは、未払い 

       金として翌年度繰り越すものとする。 

   第３条 勘定科目は未収金、未払金、予備費以外は、その年度の予算書によるものとする。  

   第４条 担当者は、年度事業計画及び内訳書を会計に提出し、会計はこれを  

       取りまとめ、収人予算書とともに会長に提出するものとする。  

   第５条 担当者は、年度途中において予算の補正を要するときは、速やかに  

       予算実施計画変更調書を会計に提出するものとする。  

第６条 会費は、毎月定額を、ゆうちょ銀行を通じて納入するものとする。 

   第７条 必要により、専任の会計をおくことができる。  

   第８条 会費以外の収入が見込まれるときは、特別会計を設けることができる。特別会計  

       に納入された金額の使途は、運営委員会において決定し、総会に報告する。 

   第９条 担当者は、予算に基づき支払い理由を付し請求書を会計に提出する。 

   第 10 条 会計は、前条の請求書を審査し、予算差し引きを行い会長の承認を得て現金を支  

       出する。 

   第 11 条 会計は、収入支出について１件毎に出納簿に整理するものとする。 

   第 12 条 会計の手持ち現金は１万円以内とし、他は確実な金融機関に預金するものとする。 

   第 13 条 会計は年２回、所管事項について会計監査を受けるものとする。 

   第 14 条 担当者は、物品台帳について年２回、会計監査を受けるものとする。 

        

 

      付 則 

       １ この規則は、第９条３項で変更することができる。  

       ２ この規則は、平成 元年１０月 ７日より実施する。 

       ３ この規則は、平成１１年 ４月１８日より実施する。 

       ４ この規則は、平成２７年 ４月２３日より実施する。 

       ５ この規則は、平成２９年 ４月２１日より実施する。 

６ この規則は、令和 ７年 ４月２５日より実施する。 
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                 慶弔規定  

 

   第１条 会員及び児童に、弔慰の事態が生じた場合は、次の基準により、その意を表する。  

       １ 会員の死亡に対して５０００円・弔電・花輪 

       ２ 本校児童死亡に対して５０００円・弔電・花輪  

       ３ その他、必要あるときは、役員会で協議する。  

   第２条 本会に特別の功績のあった者については、役員会において審議し、表彰すること 

       ができる。 

   第３条 前条に規定されていない事項が生じた場合、役員会で決定し、運営委員会に報告   

       する。 

 

      付 則  

       １ この規定は、平成 元年１０月 ７日より実施する。 

       ２ この規定は、平成 ９年 ４月１９日より実施する。 

       ３ この規定は、平成１０年 ４月１８日より実施する。 

       ４ この規定は、平成１２年 ４月１８日より実施する。 
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               役員選考規定  

 

   第１条 規約第５条６項に基づき、役員及び会計監査選出のため委員会を設置し、これを  

       役員推薦チームと称する。 

   第２条 役員推薦チームの構成 

１）  クラス委員の中から互選し、選考委員会を設け、次年度に向けての活動をすすめ、

役員が総会で承認された後に解散する。 

     ２） 各学年１名と教諭をもって構成し、互選により委員長、副委員長を決める。  

   第３条 委員会は、次の業務を行う。 

     １） 役員候補選出方法は、立候補又は推薦とする。 

        会員から候補を推薦する。（その方法は、在籍する学級の児童名簿より児童  

        名で記載する。） 

     ２） その他選考に関する細部は、役員推薦チームに一任する。 

   第４条 役員の選出は、次のように行う。 

     １） 役員は、立候補又は推薦された候補から役員推薦チームが協議の上選出する。 

     ２） 役員は、総会の出席者により承認を受ける。 

   第５条 教職員の役員候補については、教職員に一任し、総会までに決定する。 

 

      付 則 

       １ この規定は、第９条３項で変更することができる。  

       ２ この規定は、平成４年１２月１５日より実施する。  

       ３ この規定は、平成１３年４月１８日より実施する。  

       ４ この規定は、令和 ３年４月１６日より実施する。 

       ５ この規定は、令和 ７年４月２５日より実施する。 
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令和８年度 札幌市立白石小学校 父母と先生の会 

役員選考結果 
 

                          令和７年度 役員選考委員会 

                             委員長 佐々木 亮子 

 

 以下の通り、令和８年度の役員選考をいたしましたので、ご報告します。 

 

役職名 氏 名 所属等 

顧 問 斎藤 弘樹 校長 

会 長 今井 亮佑  

副会長 内海 志保  

副会長 村上 茜  

副会長 片桐 智樹 教頭 

書 記 佐藤 惠理  

書 記 金川 奈実  

会 計 丹澤 詩絵  

会 計 河野 晃久 学校担当者（主幹教諭・教務主任） 

会計監査 小田 静絵  

会計監査 木村 美季歩  

 

 


